
役 員 報 酬 規 程

特定非営利活動法人 ココロのパ リアフリー計画

(目 的)

第1条  この規程は特定非営利法人ココロのパリアフリー計画の役員の報酬の支給の基準

について定める。

(報酬及び費用の文給)

第2条  この法人は、常勤非常勤にかかわらず、役員報酬は一切支給しない。ただし、旅

費などの実費は支給することができる。

(改正)

第3条  この規程の改正は理事会が行う。

附則 当規程は、平成 29年 6月 1日 より施行する。



職 員 給 与 規 程

特定非営利活動法人 ココロのパリアフリー計画

(目 的)

第1条  この規程は特定非営利法人ココロのバリアフリー計画の職員の給与の支給の基準

について定める。

(適用範囲)

第 2条  この規程は、職員として採用された者に対して適用する。

(給与等の定義)

第 3条  この規程で給与とは、労働の対価として職員に支払われるものをいう。

(均等待遇)

第4条  職員の国籍、信条、又は社会的身分を理由として、給与において差別的取扱いを

することはない。

(給与の決定)

第 5条  給与は職員の勤務形態に応じて、理事長がこれを定めるものとする。但し、決定

後、理事会に報告するものとする。

(給与計算期間及び締切日)

第6条  給与計算期間は、毎月 21日 から翌月 20口 までとし、20口 を締切口とする。

(給与の支払日)

第 7条  給与は毎月25日 に支払う。1■ し、支払日が日曜日のときはその前々日、土曜日・

祝日など銀行が休日のときはその前日に支払う。

第 8条  給与は、職員が指定した本人名義の預貯金口座へ振り込むことによって支払う。

但し、職員が希望した場合は、通貨によつて直接本人に支払う。

2口座振り込みを了解した職員は、所定の手続きにより、給与の振り込みを受ける預貯金

の口座をHBFに届け出なければならない。

(退職時の給与の支払)

第 9条  社員が死亡し、又は退会した場合の報酬についても、第4条、第 5条、第6条、

第 7条、第 8条を適用する。

(賞与)

第 10条 賞与については原則としてこれを支払わないものとする。

(その他)

第11条 本規定に定めのない事項については、理事会で定めるものとする。

(改正)

第 11条 この規定の改正は理事会が行う。

附則 当規程は、平成 29年 6月 19日 より施行する。





2 資産の醸濃等の内春に関する事項 [②資産の議渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

{1)資産の議渡に係る料金及

資産の貸付けに係る料金及び条件等

{3) る料金及

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生する取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

までの取 | 口 役員等との取ら

{1)収益の生ずる取引の上位 5者

{2)費用の生ずる取 |の 上 5者

(3)役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 産を )

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 らl 内 容 等

331,406円 加盟店料、寄付金

150βγ〕円 寄付金

1(Ю,000円 寄付金

96,020 fl 講演料

∞ ,0(X)円 寄付金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 う1 内 容 等

185,717円 パソコン購入費

84510円 タクシー代

73,38()円 乗車券代

42,6α)円 運転代行代

319α)円 タクシー代

"

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月 日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円



ロ 資産の貸付け (金銭の けを )

ハ 役務の提供 (施設 用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

な し

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の規族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万円以上であるものに限る )の氏名並 月 日

5 綸与の総額等に関する [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

0人 0円



6 支出し 関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月口]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

な し
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに

その実施 日

実  施  日 使 途

な し

金   額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 特定非営

"|:話

働法人ココロのパリアフリヽ一計画 チェッタ襴

′
Π して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1)

②
口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公置会計士又は監査法人の監壼を受けていること、又鰤帳鰤書類の備付け、取引の記

録及び臓購書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

こ 支出した金餞の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

0主 2)

各欄の人媚硼ム.第 3表付表lr役員の状況」から転配してくだきしヽ

③晨び〕こついて:よ ′:嘲瞭以下第2位を切り捨てた数饉を配崚してくださしヽ

コ

③

項  目

区  分
①

役員数

令和2年 4月 1日 ～令和3年 3

月31日

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人

〇 年 月 日～ 年 月 日
人

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人

① 年 月 日～ 年 月 日

最も人数が多

い「親騰 」の

グループの人

数

割 合

②÷〈)

② ③

2人

人 %

人

人

人

%

%

%

人 %

a5%

%

2人
".5%

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

人 96

7人

人

申 日 時
人 人

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグ′́―プの人数

割 合

(①■0

① ⑤

③各社員の表決権が平等である ◎ O ◎ 申講時

上記を証する書類の名称とその内容等

〇 ①

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) 圃 厠

認定塾準等チェック表 (第 3表)iム 演第5彙第:項に基づく書顕 (役慟欄鵬口日嘲臼期日Dの搬出嘲こおいても日嗜及び添

付する必要があります。その場合、上記口の配餞の必要はありません。

日定の有効期間の口新の申覇に当たつて:よ 議第騎彙第1項に基づく

澤付を¬略することができます。

口
==|==四

エコ■
=コ

E=暉四ロ



第3表 (ツdD

認定の有効蘭間の更新の申睛に当たつて:ム 法第5彙第1項に薔づく書類 (役員1■鵬鵬自隈出日Di■配麟した事項について、改

めて田職す

…

りません。

エ ツ 3

ハ

項
Ｅ

』 ③ ⑮

はい

いいえ

① ◎ ① コH壺

はい

いいえ

はい

いいえ

llr, "

vt'.L

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

◎

会計についてク増黎会]トヒ又は監査法人の監査を受け

ている

はい

二工⊇□

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿宙類の保存

を青色申告法人に準じて行っている

[圧]

いいえ

はい

いいえ

lれ ヽ

いいえ

ロ ] O ⑮ ◎ ① ◎ ① 申謝甲時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正濁饉理の有無

Ｆ
』有 。 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各襴 El,)相朧′)「CいくD」 ′×6欄‖こは、

年度 (■ま各年)を記載しま丸

第3表付表1『役員の状況」を記載して、「①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各相 該当する一方を「〇」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容罰 相には、例え

ば、「定款 (又は会員lD ttO条に『各正会員の表決権lム 平

等なものとす と のよう

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から
'①

」について:ム イに記繊する各期間

(10」 から r01)を示したものです。

二の各欄 該当する一方を「〇」で囲みます,

なお、「⑤」から
'①

」について:ま イに記載する各期間

( カ を示した

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄 こ‖廟1する1‖目の内容
.を

:文言
.の

'と

おり:こ繊 します。

① 「会淵こついて
`鶴

“

馴士測ま監査

法人の監査を受けている」の_「:型 さL
に」】ユ塗輩資に国麹塾哩理ヒ番

生墜K二塾L
② Π帳簿書類の備付け、取引の記録及

ll.(fi a(r \6J o)-l!f Ly-lilgl-

○ 二において、「費途が明らかでないもの」と:ム 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金畿でその費髄り`明らかでないものが、これに当たります。 なお、■謳醸旬にその支出先を

明らがこしない支出がある場合も、当然に 願腱が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできませんら



法人名
特定非営利活動法人ココロのパリ

アフリー計画
③ ⑥ ◎

人

◎ ① 申 請 時

人 人

人 人

人 人

①

役  員  数 7人 人

2人 人

2人 人

人 人

人 人 人

人 人 人

書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況

匿rI画コ

第 3表付表 1

更新の申請に当たつては、法第 55彙第 1項に基づく書類 (役員報■規租専提出書類)に出載した事

役 員 の 内 訳

氏   名 住  所 職名 囲:嗣目

就 任 等 の 状 況

③ 〇 ◎ コヨヨ
t任・退

「年月日
① ◎ ①

池田 君江 理事
∩

Ｖ

池田 克明 理事
ハ
υ

君塚 明子 理事 ｎ
ｖ

小見山 正 理事 Λ
υ

竹本 政弘 理事 ∩

〉

林 光里 ロヨ （
Ｖ

佐藤 亜希 監事 （
υ

25,9.27就任

25.9.27就任

25.9.27就任

25.9.27就任

26.6.1就 任

28.61就任

28.6.1就任

項について、露付を省略することができます。



法 人 名 特定非営和拓勘法人 ココロのパリアフリー計画

伝 票 又 は 帳 簿 名 詞帳の時期 匿己圃

会計ソフト使用 (会計王)

罰ヨ 10年
′レーズリーフ

エクセル使用

固定資産台帳 年 1回 10年
′レーズリーフ

会計ソフト使用 (会計王)

仕訳日記帳 都度 10年
ルーズリーフ

エクセル使用

都度 10年

ノレーズリーフ

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況

喝J口‖颯暉名」欄
=例

えば n腱自出納帳」、「掲働庭元晟:、「経卿隆:などのようにコ職します。

r左の颯庫等の形態」樹よ「3検襴引国魔l、『ルーズリーフ」、:コ可櫻ほlなどのように配職します。

願潮D臓朔』樹よ「毎日」、「一週間ごと」のように日載します。

認定の有効期間D更新の申請に当たつては、法第騎彙第1項に基づく

がないとき:よ 添付を省嗜することができま夕。

□匡憂Eコ

口
======菫 =コ

ロEEコ



法人名 特定非営利活動法人ココロのパリアフリー計画 チェタタ欄

′
4事 業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報■又は綸与の支綸に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等がコ配する法人と

当法人との間の資産a臓演等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の理営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

“

イの

匿:T:蜀1圧至|コIEI茎!屋|ヨ1正i五Eコ1図 し寄附を行わないこと

ハ 実籠制定期間における事業費の報藤0うち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ

ること

る受入寄附金総饉の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

項 日 ○③ ⑥

有。□ 有・ 無

◎ ◎ 五 コ

有・ 無 有・ 無 有 ・ 無 有・ 無 有・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有・ 無 有・ 無 有・ 無

①

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

樹 ヒ育成する活動

政治上の主義を推進し、:支持し、又はこれに 有・□
反対する活動

有・ 無 有・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又

は政党を推蘭し、:支持し、又はこれらに反対

する活動

有・□ 有 ・ 無 有 ・ 無 有・ 無

日

項 ] ◎ O ◎ ① 口Iヨ⑥ ◎

役員の職務の内容、職員に対する給与の支綸の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支綸の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支綸その他役

員等に対し細酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

有 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

の有無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその議渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の議渡等に関して特別¢澪ll益の供

有・□ 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特男W塀1溢の供与の有無
有。国 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する割附の 有 有・無 有・無 有・無 有・無 有。無

Ｆ
５

戸
』

有・無

有・無

有。無

有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表)

曜疑」諄時チェック表

“

4表)」 :ム 法第5彙第 1

及び洒付する●要があります。その場合、曜厳」暉暉チェック表 第4表 (次暉D」 い颯び
=)

せん。

目定の有■鵬目瞑D更願の申腑に当たつて1ま 法露5彙第 1項に基づく

圃 コ

て、洒付を省略することができます。

の日麟及び添付のあ聾はありま

ヽ



法人名 特定非営利活動法人ココロのパリアフリー計画 チェッタ欄

′
5 次に掲げる書類について回覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において回覧させること

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及

…各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に餞当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容をlm職した書類

役員輛酬又国職員綸与の支綸に関する規程

収益の明細その他の資金に関する事項、資産の議饉停に関する事項、寄附金に関する事項その他―定の事項

王亜コロ至コ

イ

ロ
　
ハ
　
ニ

ホ
「
中
一

了
一

コ〓″
一
Ｌ

′ヽ

次に掲げる書類に 力́ て`閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事防諷こおいて閲覧させることに同意する。

期ロトロ)●自lav」ma椰ら税mには、そα口田鮨配曰01腱轟 rしてくださしヽ

同  意

□ しない

① 事業報告書等 0業報告書、財産日録、貸借対照表、:舌研 算書、年間段員名簿、社員のうちЮ人以上の者の

氏名及ι洋ピチ又は居所を記した:誦D
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書が子伝 薔記事項証明書の写υ

イ

コ 各認定基準等に適合する旨を説瞬する書類、欠格事由に該当しない旨を説朋する書類

寄附金を充当する予定の具内的な事業α内容を詢載した書類

② 資産の譲渡等に係る事業の柚鉱 条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲ずる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生する取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金響の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内α鴻鵬虔又は役員と1鵠核)関係のある者で、当該法人に対する

椰 金の額の事業年度中の合計額が
"万

円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

⑥ 支出した寄付
`ν

瀬並i酬こその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場創こおけるその金額及び庭途並aこその実施日

次の事項を記載した書類

① 収益 緩́劇 |り明細、借

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当餞職員に対す

ホ

助成金の支給を行った場合に事後に所断 に提出した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

があります。

ェック 匡 コ

ェック表第5劇た,法第55条第1項に」Lづく|口順 (役員綱日

"園

鵬臓日I書願)の麟‖1時に配崚及びヨ

“

すする必要

認定の有効醐固D更輌の申睛に当たつて:ム 添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人ココロのバリアフリー計画

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準諄チェック衰  〈第8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

蔓 薔□ 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

チェ′夕欄

・ 法第55条第1劇こ基づく (役員報■棚日躙日川■Dの口出l翻こ当たつて:よ

―

エツク表 (第 6表及び第81D

:よ 日職する必要はありません。
ては、日定薔準諄チエツク表 06表及び第3表)の配麟の必要はありません。また、法

6 奥績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

亀 ′
'福

特定丼消

"活
動促進法1舞 に規定す

③ ⑥ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 ・ 無 有 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無

7法 令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行ハにより何らかの利

益を得、又は得ようと る●りUドないこと

チェァタ相

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らカつ利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

③ ⑤ ◎ ① 申 請 時

有
F¬
国 有 ・ 無 有 。 無 有

F¬
眺亜 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

◎ ①

注・

―

エツク表 C;7わ :よ 法第隔彙第1項に基づく日順

び滲付する必要があります。

第56彙第 1 項に基づく書類 (役員報■欄園嘲日川■Dに鵬餞した事項について、改めて屁崚する必要はありません。



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定り障新:l萌 ココロのパリアフリー計画 チェ′ク欄

認定、特

"巴
定又は日定の有効期日の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠絡事由に酸当する法

人は日定、特例田定又:渕日定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに腋当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が日定を取り消された場合又:ま特藤 特定非営利活動法人が特

"鱚
定を|取 り され

た場合において、その取消しの原因となつた事実があった日以前1年内に当躙闘定特定非営利活動は人又は当腋特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その軌1行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは畢力団員不当行為防止法に違反したことにより.着しくは刑法 204彙等白 )若

しくは尋力行鰤 法の罪を犯したことにより、測ま日税着しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その細綱力く終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
二 暴力国の構成員等 は2)

2 日定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 日は又は事業計画書の内害が法令等に違反している法人
4 日税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当敏滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人

「 4

5 日税に係る■加算税又は地方税に係る菫加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに酸当する法人
イ 暴力国
口 曇力団又は暴力団の構成員等の績制下にある法人

役員のうち、次のし弩ツ哺1こ腋当する者の有無

有。国

認定特定非営和1膳動法人が認定を取り消された場合又:測M理露定特定非営利幡動嵐局 特`

"熙

定

を取り消された場合において、その取消しの1園因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特

定非哨杯l括働法人又は当霰騎ゆ1願碇指定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有
禁額以上の刑に震 られ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無

有 □

特定非営禾l燿副促追出若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第
"4条

等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法制こ違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行力黎わった日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有暴力団の構成員等の有無

■
■
■
■
■
■
一
■
■
■
■
日 Ｆ

Ｄ̈

は い ・ 田 ]，

〕 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 回曖

巨|】はい。
定款又は事業計画書の内容が法令割こ違反している法人 回曰

4 国税又は地方税の滸朧域暉)の納輛

":さ

れているもの又は当譲滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い

。 しヽ えヽ

謝
饉

認定、特り脇定又は認定の孝朝期間の:群め申請時に、コ1陛塾:曇コi饉|口圏i曇口!勉当凌1出日lu:自圏1腱!囲E
璧241」整日目園国国 1歯口|ヨ型ヨロ四墜鱚壼≧ら凌団L望2」□圏2日圏饉□國困置□□Eこと__
(注 1)その他の現新がある場創眠 その他の事務所所1在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

に 2)役員報酬規程等提出書に1淵裔寸不要

:」:い  ・日から3年を経過しない法人国税に係る重ノ卿庫税:翅地 方税に係る重
',暉

金を課された●̈ 回ロ

りのし慟 こヽ言友当●
~る

ツに人

‖し・ヽ 団 ]暴力団

‖し・ヽ

6

暴力団又は暴力団の構成員等の統剤下にある法人

ロ
ロ

回ロ

回圏

′

,■1

国


